
	ＬＰＧ車の排気ガスの臭い点検整備基準
	制定：　　年　　月　　日

改定：　　年　　月　　日

	目　的
	燃料の不完全燃焼により発生する大気汚染物質である一酸化炭素（CO）、光化学スモッグの原因ともなる炭化水素（HC）の発生を早期に発見し、大気汚染への影響を防止する。

	概　要
	排気口で排ガスの臭いをチェックし、異常時には、点検整備を実施する。

	点検者
	ドライバー
	点検時期
	１ヶ月に１回（月初）※

	点検方法
	車両をアイドリング状態にし、排気口の近くに立って、排気ガスの臭いを嗅ぐ　（排気管に顔を近づける必要はない）。

	適否判断基準
	排気ガスの臭いが自分で日常把握している臭いと違う異臭がしないか、臭いが強くなっていないかをチェックする。

	点検整備の記録
	『グリーン経営車両点検・整備記録表（LPG車の排ガスの臭い）』に、

異常が無ければ○、異常があれば×を記入する。

	異常時の対応
	①【点検者】
点検整備責任者に「点検整備連絡シート」を使って報告。

②【点検整備責任者】
　　不調内容を確認し、『シート』に必要に応じて整備依頼内容を記入し、整備工場に点検整備を依頼する。

整備工場で点検・整備してもらうべき主な項目＜排気臭悪化の主な原因＞：

CO、HC測定を実施し、測定値に異常がある場合には、以下を実施。

・ミキサー調整

・ベーパライザー調整

・点火時期調整

・エアフィルタ清掃・交換等

点検整備内容を簡潔に記入した『シート』を（ファックスで）返却してもらう。
　　

③【点検整備責任者】
点検整備結果を確認し、『シート』に確認内容を記入又は押印する。


※｢点検時期｣を上記基準ではなく「稼働日毎日（運行前点検時）」とする場合には、点検の結果は「月間燃費記録表／環境に影響する現象の点検記録表」に記録する。
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